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●綿工連綿's 倶楽部全国交流会今治において開催 

３月２日(金)、第５３回綿工連綿'ｓ倶楽部全国交流会が今治市において開催された。今回の

交流会は綿工連産地ではなくタオルの今治産地での開催となり、綿工連傘下１５産地から５１名

が参加した。 

当日は、今治タオル工業組合傘下企業の「株式会社藤高」とグループ会社の「同心染工株式

会社」を見学し、その後、今治市内のホテルにおいて交流会を開催。最初に安藤綿'ｓ倶楽部委

員長と綿工連貝原会長の挨拶があり、続いて初参加の若手機業後継者５名が自己紹介を行っ

た。 

また、今治タオル工業組合の桜田青年部会長より今治タオル産地の概況について説明が

あった。懇親会には今治タオル工業組合の井上理事長はじめ今治タオル青年部会から１１名の

出席があった。    

 
●同交会理事会及び綿スフ工連正副理事長・綿工連正副会長会議開催 

３月１２日(月)、一般財団法人日本綿スフ機業同交会理事会が開催され、平成３０年度事業計

画・収支予算(案)及び平成３０年度借入金限度額について諮られ承認された。同交会理事会終

了後、綿スフ工連正副理事長・綿工連正副会長会議を開催した。 

 

 

 

主 な 内 容 
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●取引適正化推進のための説明会遠州産地で開催 

３月１２日（月）、繊維産業流通構造改革推進協議会は、浜松市の「遠州織物会館」において、

「下請法違反事例」「取引ガイドライン」、「繊維産業の自主行動計画」等についての説明会を実

施した。当日は遠州織物組合、天龍社織物組合、浜松織物組合の傘下企業１１名が出席した。 

 

●「小規模事業者持続化補助金」公募開始 

平成２９年度補正予算「小規模事業者持続化補助金(小規模事業者支援パッケージ事業)」は、

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・商工会議所

の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補

助するもの。 

なお、本公募においては、事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施

する事業者を重点的に支援する。 

 〇公募期間 平成３０年３月９日～５月１８日 

 〇対象者  全国の小規模事業者 

 〇補助率  補助対象経費の２/３ （補助上限額 ５０万円） 

       １００万円 （賃上げ、海外展開、買物弱者対策） 

       ５００万円 (複数の事業者が連携した共同事業) 

〇対象となる事業 
策定した「経営計画」に基づき、商工会・商工会議所の支援を受けながら実施する地

道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組と併せて行う

業務効率化（生産性向上）のための取組であること。 
◆補助対象経費 
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、 
⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費（買物弱者対策事

業の場合に限る）、⑫設備処分費（補助対象経費総額の１/２が上限）、⑬委託費、⑭外

注費 
※次の(１)～(３)の条件をすべて満たすものが補助対象経費となる。 

   （１）使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 
   （２）交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費 
   （３）証拠資料等によって支払金額が確認できる経費   
〇公募要領 

 ・商工会の管轄地域で事業を営む小規模事業者 

http://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2018/03/1ee754eb0ca6f80bb8c93b2336358889.pdf 

・商工会議所の管轄地域で事業を営む小規模事業者 

http://h29.jizokukahojokin.info/files/8815/2057/3608/koubo_h29.pdf 

http://www.shokokai.or.jp/cmps_img/upfiles/2018/03/1ee754eb0ca6f80bb8c93b2336358889.pdf
http://h29.jizokukahojokin.info/files/8815/2057/3608/koubo_h29.pdf
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●第１１８回繊維通商問題委員会開催 

３月１５日(木)、繊産連の第１１８回繊維通商問題委員会が東京の繊維会館において開催され

た。当日は（１）平成３１年度中国の特恵関税卒業について(財務省関税局関税課から説明)、（２）

日本の繊維貿易の現況について（２０１７年１－１２月期、２０１７年１２月・繊産連説明）、（３）各国

とのＥＰＡ交渉状況について（経産省説明）、（４）その他。 

１. 輸出入全般の動向 

 Ⅰ.２０１７年１－１２月期の繊維貿易 

 
円ベース ドルベース 

百万円 前年同期比（％） 百万ドル 前年同期比（％） 

輸 出  ８８６,２１１ １０２ .７ 

 

７,９０５  ９９.５ 

輸 入 ４,１０５,４７３ 

 

 

 

 

 

１０４ .３ 

 

３６,６１４ １００.９ 

①２０１７年１２月単月に関しては、輸出は円ベースで８７，９６７百万円（前年同月比１０７．２％）、

輸入は円ベースで３３３，３７９百万円（前年同月比１０５．２％） 

②２０１７年１－１２月累計の繊維品別輸出入実績は、輸出（円ベース）の前年同期比は、繊

維原料は９０．０％、糸類（紡績糸・合繊糸）は１０５．９％で、うち綿糸は１０４．０％、毛糸

は８９．９％、合繊糸は１０４．６％。織物は１００．９％で、うち綿織物は９７．０％、毛織物は

９３．４％、合繊織物は１０１．９％。二次製品は１０７．１％。輸入（円ベース）の前年同期

比は、繊維原料は１１２．２％、糸類（紡績糸･合繊糸）は１００.９％で、うち綿糸は９７．１％、

毛糸は８１．５％、合繊糸は１０４．９％。織物は１０３．１％で、うち綿織物は９９．５％、毛織

物は９８．３％、合繊織物は１０３．８％。二次製品は１０４.４％ 

２. 各国・地域別輸出入の動向 

 ①輸出（２０１７年１－１２月累計） 

    I .２０１７年１－１２月の前年同期比（円ベース）は、東南アジア（中国含む）向けは１０３.９％、

欧州９９.９％。 

   Ⅱ.アジアにおいては中国が１０５.０％。シェアは３０.７％で前年同期比０.６ポイントアップと

回復傾向が続く。アセアン主要国は前年同期比でインドネシアが１０１.４％、タイ１０６．２％、

ミャンマー１０８.６％、ベトナム１０７.９％。アセアン全体では１０５.６％、シェアも２４.８％

（前年同期比＋０.７ポイント）と伸びている。中でもベトナムのシェアは１１.７％（前年同

期比＋０.５ポイント）と安定した伸び。また、カンボジアが１１５.２％。アセアン以外では、

パキスタン１１３.７％、バングラデシュが１０１.５％、インド１０６.６％と回復傾向は続いて

いる。台湾は１０１.９％。 

欧州ではイギリスが１０７.３％、フランス１０３.６％、ドイツが１０４.５％。 

   Ⅲ.米州は１１０.６％、シェアは１０.２％で前年同期比＋０．８ポイント）。 

②輸入（２０１７年１－１２月累計） 

   I .２０１７年１－１２月累計の前年同期比（円ベース）は、東南アジア（中国含む）が１０４.３％、

米州１０４.６％、欧州１０３.５％。 
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   Ⅱ.アジアでは中国が１０２.６％だが、シェアは６０.２％（前年同期比－１.１ポイント）と減少

が続く。 

   Ⅲ.アセアン全体では１０９.６％。主要国はベトナム１１０.７％、インドネシア１０６.７％、カン

ボジアが１０５.７％、マレーシアが１１５.５％、ミャンマー１０５.９％と伸びている。アセア

ンのシェアは２４.２％（前年同期比＋１.２ポイント）と安定した伸びが続く。ベトナムの

シェアは１１.０％（前年同期比＋０.６ポイント）。 

     輸入も、アセアン以外では台湾１０９.４％、ドイツ１１５.７％、アフリカ１１０.８％と伸びが

続いている。バングラデシュは９８.７％に留まっている。 

次回の繊維通商問題委員会は５月９日開催予定。 
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●第１回繊維産業技能実習事業協議会開催 

繊維事業者は、繊維産業において外国人技能実習生に関する労働関係法などの違反事例

が生じている状況を踏まえ、平成２９年１１月１日に施行された「外国人の技能実習の適正な実

施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号）」に基づき、技能実習制度の

適正化等に係る周知や徹底を図るとともに、技能実習の実施等に係る状況の把握や、技能実習

の適正な実施等に資する取組等について協議を行うため、繊維産業技能実習事業協議会を設

置することとなった。 

この第１回の会合が、３月２３日（金）、経済産業省において開催され、経済産業省製造局長

はじめ事業所管省庁担当官と繊維業界団体代表者が出席した。当会から貝原会長が出席した。 

当日は、厚生労働省、法務省、外国人技能実習機構から昨年１１月に施行された制度概要に

ついて説明があり意見交換が行われた。 

今後、本会合において①技能実習制度の適正化等に係る周知及び徹底、②技能実習の実

施及び技能実習生の保護に係る状況の把握、③技能実習の適正な実施及び技能実習生の保

護に資する取組について協議が行われることになる。 

 

●平成３０年度予算成立 

３月２８日、平成３０年度予算が政府案通り成立した。予算概要については本誌１月号に掲載。

一般会計総額が９７兆７１２８億円と過去最大、内経産省１２，８０５億円。平成２９年度補正予算

については２月１日に政府案通り成立している。 
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ＥＰＡ（経済連携協定）、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）の動向   

●我が国のＥＰＡへの取組状況 
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●ＴＰＰ１２の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＰＰ内閣官房政府対策本部「ＴＰＰとは」 

 

●TPP１１をめぐる動き 

３月８日、チリ(サンティアゴ)において、協定参加各国の代表がＴＰＰ１１協定に署

名した。 
本協定は、アジア太平洋地域において、自由で公正な貿易ルールを高い水準で実現し、

２１世紀にふさわしい新たな経済的秩序を作り出し、日本が「自由貿易の旗手」として

大きな存在感を示すものとしている。 
また、本協定は関税の削減・撤廃だけでなく、投資、サービス、知的財産、国有企業、

電子商取引など幅広い分野にわたり、日本の企業の高度なバリューチェーンを作り出す

基盤となるものであり、我が国産業の成長に著しく寄与するものと考えられる。 
閣僚声明においては、今後各国において「本協定を迅速に発効させるために国内手続

きを完了する」こと、また「本協定に加入することを希望する他の多くのエコノミーに

よって示された関心を歓迎する」旨が盛り込まれた。ＴＰＰ１１は１１か国のうち６か

国の批准後その６０日後に発効となる。 
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なお、凍結項目に入らなかったが、一定期間猶予する内容（２項目）についてはサイド

レター（補足文書）を交わすこととなる。 



２０１８年(平成３０年)  ４月号 Vol.１８２５             綿スフ織物情報  

 
 
 

 - 11 - 

 

 

●ＴＰＰ１１協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律案  

平成３０年３月２７日、ＴＰＰ１１協定及び国内法改正法案の国会提出について閣議決定され

た。国内法改正法案である「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関

する法律の一部を改正する法律案」がＴＰＰ等政府対策本部のウェブサイトに掲載された。  

第１： 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正

（本則関係） 

１.題名の改正（題名関係） 

法律の題名を「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシッ

プに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」に

改めること。 

２.施行期日の改正（整備法附則第一条関係） 

整備法は、一部の規定を除き、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進

的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行するものとすること。 

３.その他所要の改正を行うこと。 

第２： その他（附則関係） 

１.この法律は、公布の日から施行するものとすること。 

２.所要の規定の整備を行うこと。 

（注）整備法 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する

法律（平成二十八年法律第百八号） 
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２０１５年１０月５日に大筋合意したＴＰＰ１２協定の工業製品（繊維分野を含む）の概要 

（１）市場アクセス（関税撤廃） 
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（２）繊維分野についての各国の関税撤廃（譲許）について 

①日本（上表に示すとおり） 

品目 譲許内容  基準税率 

繊維・繊維製品ほぼ全て 即時撤廃 
 生地：１.９～１４.２％ 

衣類：４.４～１３.４％ 

一部の衣類（（化合繊製オーバ

ーコート等） 
１１年目撤廃 

 
７.４～１２.８％ 

②カナダ 

 

③ニュージーランド 

 

④オーストラリア 

⑤ベトナム 
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⑥米国（離脱） 

 

 

（３）繊維分野の原産地規則 

①複数の締約国において加工工程の足し上げを行い、原産性を判断する完全累積制

度。 

②繊維及び繊維製品の原産地規則は、「紡ぐ」、「織る」、「縫製」という３つの工程を原則

ＴＰＰ締約国内において行わなければならない「ヤーンフォワード･ルール」。 

ただし、綿糸（ＨＳ５２.０４－５２.０７）、合繊長繊維糸（ＨＳ５４.０１－５４.０６）、化合繊紡績

糸（ＨＳ５５.０８－５５.１１）、ニット生地（ＨＳ６０類）については、締約国内での「綿花」、

「化合繊短繊維」を使用する「ファイバーフォワード・ルール」。 

③ヤーンフォワード・ルールを前提としつつ、「供給不足の物品」（ショートサプライ・リスト

（ＳＳＬ））に掲載された域内での供給が十分でない厳選された材料（繊維、糸、生地）

については、例外的に域外から調達しても、その最終用途の要件を満たせば原産品と

して認めている。 

（注）衣類を輸出する場合であって、使用する糸がＳＳＬに掲載されている場合、織る、

縫製の２工程を域内ですればよく、また、生地がＳＳＬに掲載されている場合、縫製の１

工程のみを域内ですればよいことになる。 

④６１類及び６２類の衣類が原産品であるか否かは、製品の関税分類を決定する構成部

分（表側の生地に占める面積が最も大きい部分）で関税分類番号の変更を満たす必

要がある。 

＜その他の要件＞ 

①弾性生地ルール 

６１類及び６２類の衣類に弾性糸を使った生地（ＨＳ6002、5806.20）を使用する場合、当該

生地は域内産の糸を使用する。また、関税分類を決定する構成部分に弾性糸が使用され

る場合には、域内産の糸を使用する。 

②縫糸ルール 

６１類及び６２類の衣類及び６３類の製品に縫糸（ＨＳ５２０４、５４０１、５５０８の縫糸又は 

５４０２の糸を縫糸として使用）を使用する場合、当該縫糸は域内産の縫糸を使用する。 
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③絹１００％の着物に関するルール 

着物又は帯に使用する絹１００％の絹織物を域内で製織、裁断・縫製する必要がある。 

※絹織物はＳＳＬで域外調達が例外的に認められているが、着物又は帯に使用する絹 

１００％の織物の域内調達を義務付け。 

④デミニミス（原則、非原産材料が全重量の１０％以下の場合、原産品とみなす。） 

ただし、弾性糸については、域内産を義務付け。 

⑤緊急措置（セーフガード）、関税法令違反に関する税関当局間の協力、監視を規定。 

＜第３章 原産地規則及び原産地手続＞ 

輸入される産品について，関税の撤廃・引下げの関税上の特恵待遇の対象となるＴＰＰ域

内の原産品として認められるための要件及び特恵待遇を受けるための証明手続等を定める。

本章のルールにより、例えば以下のようなメリットが考えられる。 

（１）ＴＰＰ特恵税率の適用が可能な１２か国内の原産地規則の統一（事業者の制度利用負

担の緩和） 

（２）輸出者、生産者又は輸入者自らが原産地証明書を作成する制度の導入（貿易手続の

円滑化） 

（３）完全累積制度の実現  

ＴＰＰ協定においては、複数の締約国において付加価値・加工工程の足し上げを行い、

原産性を判断する完全累積制度を採用。日本が締結済みのＥＰＡにおいても、メキシコ、

ペルー等で完全累積制度を採用している。 
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（４）広域ＦＴＡ化による原産品輸送の容易化（立証負担の緩和） 

二国間のＦＴＡにおいては、産品の輸送の際に第三国を経由した場合には、当該貨物の原

産性が維持されているか否かについて輸入国税関に対し立証する負担がある。一方で、ＴＰ

Ｐは全ての締約国を一つの領域とみなす広域ＦＴＡであり、全ての締約国の領域内を移動す

る限りにおいては、貨物の原産性が維持されることになる。 

協定書第３章原産地規則及び原産地手続きの仮訳については下記ＵＲＬを参照 

 http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-1.pdf 

附属書３D 品目別原産地規制 

http://www.cas.go.jp/jp/tpp/naiyou/pdf/text_kariyaku/160202_kariyaku_03-2.pdf 

（内閣官房ＴＰＰ政策対策本部ＨＰ ＴＰＰの内容より） 
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 日  本  と  各  国  と  の  Ｅ  Ｐ  Ａ  交  渉  

●日・ＥＵ経済連携協定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

２０１７年７月：第２４回ＥＵ首脳協議で大枠合意 

２０１７年１２月：首脳交渉官会合（交渉妥結） 
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２０１７年７月「工業製品関税に関する大枠合意結果」の概要（抜粋）   
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●日中韓経済連携協定について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年４月：第１２回交渉会合（首席代表会合）（東京） 

２０１７年３月：第１３回交渉会合（首席代表会合）（ソウル） 

東アジアの繊維貿易フロー （２０１６年） 
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●日・ＲＣＥＰ経済連携協定について 

３月３日、シンガポールにおいて、東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）交渉の第４回中間

閣僚会合が開催された。同会合には、日本から世耕経済産業大臣他関係者が出席した。この

会合では，これまでに実施された，高級実務者レベルの貿易交渉委員会会合，物品貿易，サー

ビス貿易，投資等に関する各作業部会等における議論の結果が報告されるとともに，今後の交

渉の取り進め方等について議論が行われ質の高い合意内容を前提に年内合意を目指すとして

いる。 
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２０１７年５月：第１８回交渉会合（フィリピン） 

２０１７年７月：第１９回交渉会合(インド) 

２０１７年９月：第５回閣僚会議（フィリピン） 

２０１７年１０月：第２０回交渉会合（韓国） 

２０１７年１１月：閣僚会合・首脳会合（フィリピン） 

２０１８年２月：第２１回交渉会合（ジョグジャカルタ） 

２０１８年３月：中間閣僚会合（シンガポール） 

 

 

 
 
１．ＲＣＥＰが実現すれば、人口約３４億人（世界全体の約半分）、ＧＤＰ約２０兆ドル（世界全体

の約３割）、貿易総額約１０兆ドル（世界全体の約３割）を占める広域経済圏が出現。 

２．世界の成長センターであるアジア太平洋地域経済との連携強化は、我が国が経済成長を

維持・増進していくために不可欠。 

３．我が国の貿易総額に占めるＦＴＡ締結相手国との貿易の割合（ＦＴＡ比率）が２７％、（中国 

２１．２％、韓国５．６％）増加し、日本再興戦略の目標達成（２０１８年までにＦＴＡ比率７０％）

に寄与。 

４．物品貿易（関税撤廃・削減等）に加え、サービス貿易、投資、知的財産等が含まれるため、

これらの分野での我が国企業の活動を支援、地域におけるルール作りに貢献。 

５．広域のＦＴＡが実現することにより、参加国間における貿易・投資が更に促進されるとともに、

地域における効率的なサプライチェーンの形成等に寄与。 

 
 
●日・インドネシア「日・ＡＳＥＡＮ包括駅経済連携協定」の実施 

「包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定 （日・

ＡＳＥＡＮ包括的経済連携協定。以下、「ＡＪＣＥＰ 協定」）」について、２０１８年３月１日より、日本

とインドネシアとの間でＡＪＥＣＰ協定の運用が開始された。 同日より、ＡＪＣＥＰ協定上のインドネ

シア原産品については、同協定に基づく特恵税率を利用することが可能となっている。 

 

【留意事項】 

①ＡＪＣＥＰ協定に基づく特恵税率の適用を受けようとする場合、ＡＪＣＥＰ協定上のインドネシア

原産品である必要があり、インドネシアにおいて発給されるＡＪＣＥＰ協定に定められた原産地

証明書（注）を、輸入申告等の際に税関へ提出する必要がある。（当該物品の課税価額の総

額が２０万円以下である場合等を除く）。 

②３月１日以降、インドネシアを原産地とする貨物のうち、一般特恵関税制度上の特恵税率（い

わゆる一般特恵税率（ＧＳＰ税率））がＡＪＣＥＰ協定に基づく特恵税率より高い品目 または同

じ税率の品目については、一般特恵税率は適用されない。 

（注１） ＡＪＣＥＰ協定に基づく原産地証明書（以下「ＣＯ））の発給については、日本からインド
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ネシアに輸出される原産品のＣＯは平成３０年３月１日以降、日本商工会議所に対し

て発給申請することができる。 

また、３月１日以前に船積みされた貨物（船積み後１２か月以内のもの）について、ＡＪＣ

ＥＰ協定及びインドネシアの国内法令に基づき、原産地証明書を遡及発給する制度が

ある。 

 

〇ＡＪＣＥＰ協定に基づく特恵関税率 
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean/annex1.html 

 

●ＮＡＦＴＡ再交渉第７回会合開催される 

   ２月２５日から３月５日まで、メキシコシティにおいて第７回となるＮＡＦＴＡ再交

渉会合が開催された。ライトハイザーＵＳＴＲ代表は、今回の交渉会合にて、「良い規

制慣行（Good Regulatory Practices）」「衛生植物検疫措置（SPS）」「（法令の）公表お

よび執行（Publication and Administration）」の３分野で合意が成立したと発表した。

一方、再交渉分野全体の３０章のうち、現在合意が成立しているのは６章にすぎないと

して、おり、（１）（国外への）アウトソースを助長しない協定内容への変更、（２）米

国の製造業や労働者を公平に扱う原産地規則の策定、（３）政府調達規則の改定、の３

つを特に重要な分野として例示し今後の交渉の進展を促した。 
２０１８年３月８日ＪＥＴＲＯ「通商広報」 
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●日・コロンビア経済連携協定について 

２０１６年は事務レベルでの非公式会合を開催 

 
●日・カナダ経済連携協定について 
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●日・トルコ経済連携協定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１７年９月： 第７回交渉会合（東京） 

２０１８年１月： 第８回交渉会合（トルコ） 

 



２０１８年(平成３０年)  ４月号 Vol.１８２５             綿スフ織物情報  

 
 
 

 - 27 - 

●特許公開情報 

２０１8 年３月に公開された織物の製造方法に関する、特許公開情報です。 

特許電子図書館 HP： https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage 

検索範囲： 4L048, D03D1/00～D03D27/00 

  

  

[特許公開情報] （２０１８年３月公開分） 

＜３月分＞   

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 特開 2018-048432 ユニチカ株式会社 成型用メッシュ織物の製造方法 

2 特開 2018-048421 

ユニチカトレーディング株

式会社 

日本エステル株式会社 

濃染性ポリエステル織編物、及びその製造方

法 

3 特開 2018-048413 日本エステル株式会社 
潜在捲縮性複合繊維、捲縮性複合繊維、及び

布帛 

4 特開 2018-048412 帝人フロンティア株式会社 モールヤーンおよび織編物 

5 特許 6303077 日本毛織株式会社 
結束紡績糸とこれを用いた繊維生地及び衣料

用繊維製品 

6 特開 2018-040094 
エフアールエックス  ポリ

マーズ、インク．（米国） 

ポリエステル繊維の難燃剤としてのホスホン

酸ポリマー、コポリマー、およびそれぞれの

オリゴマー 

7 特開 2018-040088 東洋紡ＳＴＣ株式会社 織物 

8 特開 2018-040068 帝人株式会社 布帛および繊維製品 

9 特開 2018-039150 
トヨタ自動車東日本株式会

社 
複合織物及び自動車外装部材 

10 特許 6292368 株式会社村田製作所 
布、衣料、医療部材、生体作用布、物質吸着

用布、および菌対策用布 

11 特開 2018-036557 
グンゼ株式会社 

株式会社美和テック 
定着器用摺動部材 

12 特開 2018-035494 
テッシトゥーラ  クララ  

エス．アール．エル．(伊) 
織物製造方法 

13 特開 2018-035474 三菱レイヨン株式会社 
ポリプロピレン繊維とセルロース系繊維との

混用織物 

14 特開 2018-035459 
東レ株式会社 

創和テキスタイル株式会社 
繊維製品 

15 特開 2018-035456 ユニチカ株式会社 布帛製補強材の製造方法 

16 特開 2018-031104 

日本エステル株式会社 

ユニチカトレーディング株

式会社 

マルチフィラメント糸及びその織編物 
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３ 月 の 行 事 

３月 ２日………… 綿工連綿’s 倶楽部全国交流会（愛媛県今治市） 

３月 ７～８日……   播州織総合素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

３月１２日………… 一般財団法人日本綿スフ機業同交会理事会、綿スフ工連、綿工連正副理

事長（正副会長）会議（大阪・綿業会館） 

３月１５日………… 第１１８回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

３月２３日………… 「平成３０年度綿スフ織物業振興事業助成金事業」に係る外部審査会 

 

４以降の行事 

４月 ５～６日……  第６回綿織物産地素材展（東京・文化ファッションインキュベーション） 

４月２３日………… 綿スフ工連・綿工連・一般財団法人日本綿スフ機業同交会３団体について 

 監事監査（東京） 

５月 ９～１０日…… ＪFW-Premium Textile Japan ２０１９Ｓ/Ｓ（東京国際フォーラム） 

５月 ９日………… 第１１９回繊維通商問題委員会(東京・繊維会館) 

５月１１日………… 綿スフ工連・綿工連理事会（大阪・綿業会館） 

５月１２………… 綿工連綿'ｓ倶楽部委員会（大阪・綿業会館） 

５月２５日………… 綿スフ工連・綿工連通常総会・理事会、一般財団法人日本綿スフ機業同交 

理事会・評議員会（大阪・綿業会館） 

 

＜２月追加分＞ 

項番 文献番号 出願人 発明の名称 

1 特許 6285583 
エステックサービス株式会

社 
内装用モケット 

2 特開 2018-027054 ユニチカ株式会社 フロートカバー 

3 特開 2018-027040 松山毛織株式会社 ロールベールの成形・保管方法 

4 特開 2018-025395 日本電信電話株式会社 ウェアラブルセンサおよびセンサシステム 

5 特開 2018-024973 

ルブリゾル  アドバンスド  

マテリアルズ，インコーポ

レイテッド（米国） 

薄ゲージの定圧縮率弾性繊維からなる高強度

布 

6 特開 2018-024970 

ユニチカトレーディング株

式会社 

日本エステル株式会社 

マルチフィラメント糸及びその織編物 

7 特開 2018-024955 東レ株式会社 合成繊維およびその製造方法 
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“ジャパン・コットン・マーク”は 
優れた国産綿素材製品の証明です 

 

国産綿素材の優れた品質をアピールして需要振興を

図るため、国内で製造した綿素材の織物を使用した

繊維製品に対してジャパン・コットン・マークの表示を

推進しております。 
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